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令和 4 年度整備管理者研修会の開催のご案内 

 

 

 標記につきまして、別紙のとおり、関東運輸局茨城運輸支局より開催する旨、通知がありましたので

ご案内申しあげます。 

さて、先日もお知らせしましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「密を避ける」環境で

の研修会開催とし、受講義務のない方（補助者等）の受講はお控えいただくようになりますので、よろ

しくお願いいたします。 

つきましては、本年度も予約制の受講となりますので、下記の要領で協会あてに郵送またはＦＡＸで

事前にお申込みください。 

 

記 

 

1. 受講対象者   ① 現在選任 (支局に届け出)されてる整備管理者であって、昨年度、この研修

を受講していない方 （2 年に一度必ず受講） 

② 新たに整備管理者として選任された方 

 

2. 受講申込方法    「整備管理者研修会申込書」（別添）に必要事項を記入し、希望する研修日 

（下記 3.研修日程 参照）の２週間前までに郵送または FAX で協会あてに申し 

込んでください。 

予約確定後、受付印を押印し、返送いたしますので必ずご確認ください。 

       【 FAX    029-297-7132 】 

3. 研 修 日 程    会場 茨城県トラック総合会館 水戸市見川町 2440-1  

 

     

    

 

 

 

 

 

※ 希望の日に添えない場合、他の日に変更させていただくことがありますので、 

予めご了承ください。 

    研 修 開 催 日      時      間 

 令和 4 年 10 月 21 日(金)   午前 9：30～12：20 (受付 8：45～) 

 令和 4 年 11 月 2 日(水) 

午後 13：30～16：20 (受付 12：45～) 

 令和 4 年 11 月 24 日(木)  



4. 当日持参するもの   

① 整備管理者手帳   

※初めて受講、もしくは紛失･汚損等で新たに手帳を作る方は 

・写真１枚 (3.5×3.0 無背景・無帽・裏面に氏名を記入） ・手帳代  一冊 500 円             

② 研修資料代 2,000 円   

      ③ 筆記用具    

④ マスク 

 

5. 受講にあたっての注意事項 

（｢令和 4 年整備管理者選任後研修の実施について｣ 茨城運輸支局  申込書裏面参照） 

 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、下記事項にご協力お願いします。 

① 受付時に体調の確認をさせていただきますので、ご自宅で検温をし、ご来場ください。 

新型コロナウイルス感染症に罹患し、治癒してない方、発熱・咳など、体調のすぐれない方

の受講はご遠慮ください。 

   ② 会場内、研修室入場の際は設置してありますアルコール消毒液で手指の消毒をしてください。 

③ 必ずマスクの着用をお願いします。 

④ 研修日当日、｢いばらきアマビエちゃん｣の登録をお願いします。 

 

6. 研修時間割 

 ・令和 4 年 10 月 21 日(金)【午前】      (受付 8：45～) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 4 年 11 月 2 日(水)・24 日(木) 【午後】  (受付 12：45～) 

時  間   項     目    講     師 

9：30～ 9：40 挨    拶 茨城運輸支局首席陸運技術専門官 

9：40～10：30 

(1)整備管理者の制度 

(2)最近の法令改正について 

(3)その他 

支局担当者 

10：30～10：40    休    憩  

10：40～12：10 
(1)整備管理者の実務 

(2)その他 
外 部 講 師 

12：10～12：20 質 疑 応 答  

時  間   項     目    講     師 

13：30～13：40 挨    拶 茨城運輸支局首席陸運技術専門官 

13：40～15：10 
(1)整備管理者の実務 

(2)その他 
外 部 講 師 

15：10～15：20    休    憩  

 

15：20～16：10 

(1)整備管理者の制度 

(2)最近の法令改正について 

(3)その他 

 

支局担当者 

16：10～16：20 質 疑 応 答  


